
目
　
　
　
次

監
査
委
員

○
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
執
行
し
た
監

査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
小
　
　
野
　
　
　
　
　
浩

同
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
泉
　
　
久
　
　
司

同
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
　
邉
　
　
英
　
　
機

同
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
　
　
川
　
　
力
　
　
三

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

十
一
月
二
十
八
日

号
外
第
六
十
四
号

月　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

六



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

七



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

九



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
二



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
三



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
四



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
五



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
六



山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
四
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

一
八


